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石
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免
と
反
響
―

大

澤

博

明

は
じ
め
に

一

大
石
の
朝
鮮
政
策
論

二

大
石
任
命
の
反
響

三

大
石
更
迭
と
大
鳥
兼
任
の
波
紋

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

大
石
正
巳
弁
理
公
使

(

一
八
九
二
年
一
二
月
一
六
日
―
九
三
年
七
月
二
六
日)

の
事
績
は
、
防
穀
事
件
と
分
か
ち
が
た
く
論
じ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
田
保
橋
潔
の
評
を
以
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
日
朝
修
好
条
規
締
結
以
来
、
日
本
政
府

の
朝
鮮
に
対
す
る

｢

先
進
国
の
矜
持
と
寛
容｣

と
を
以
て
し
た
態
度
と
は
逆
に
、
列
国
官
吏
の
冷
笑
を
浴
び
、
僅
か
二
八
、
〇
〇
〇
円

の
賠
償
金
増
額
に
狂
奔
し
国
交
断
絶
に
至
り
か
ね
な
い
状
況
に
事
態
を
陥
ら
せ
た
当
事
者
で
あ
り
、
防
穀
賠
償
案
が
最
終
的
に
解
決
を

見
た
の
は

｢

伊
藤

(

博
文)

李

(

鴻
章)
間
の
秘
密
交
渉
が
成
功
し
た
た
め
で
、
大
石
公
使
の
狂
熱
的
奮
闘
の
結
果
で
は
な
い｣

(

１)

と
。

ま
た
、
田
保
橋
は
、
大
石
が
、
外
交
官
と
し
て
の
経
験
を
欠
き
、
外
交
慣
例
儀
礼
に
通
じ
ず
、
粗
野
不
作
法
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て

列
国
使
臣
と
の
会
談
も
で
き
ず
、｢

着
任
早
々
一
部
朝
鮮
人
取
巻
連
に
対
し
て
、
在
野
政
客
ら
し
い
無
責
任
な
放
言
を
あ
え
て
し
、
為

に
袁
世
凱
の
感
情
を
害
し
そ
の
猜
疑
を
招｣

き
、
朝
鮮
の
政
府
大
官
や
国
王
側
近
の
重
臣
な
ど
と
の
接
触
も
で
き
な
か
っ
た
と
も
記
し

て
い
る

(

２)

。

な
ぜ
か
く
も
痛
々
し
い
ま
で
の
境
地
に
大
石
は
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
の
目
的
は
、
大
石
公
使
任
免
を

朝
鮮
・
清
・
欧
米
諸
国
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
の
か
と
い
う
観
点
を
通
じ
て
、
大
石
公
使
を
取
り
巻
く
環
境
と
当
該
期
諸
外
国
の

日
本
外
交
像
を
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。

論 説
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凡
例『

日
本
外
交
文
書』

：

外
務
省
編
、
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
四
七
年
〜

『

日
清
調
書』

：

明
治
期
外
交
資
料
研
究
会
編

『

日
清
講
和
関
係
調
書
集』

ク
レ
ス
出
版
、
一
九
九
四
年
。

Ｍ
Ｔ：

｢
外
務
省
記
録｣

外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
。

『

中
日
韓』

：
『

清
季
中
日
韓
関
係
資
料』

(

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
台
北
、
一
九
七
二
年)

。

『

李
電』

：

顧
廷
龍
、
葉
亜
廉
主
編

『

李
鴻
章
全
集』

電
稿
二

(

上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年)

。
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イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
外
交
文
書
は
、
横
浜
開
港
資
料
館
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
利
用
し
た
。

引
用
文
中
、
適
宜
句
読
点
を
施
し
、
か
な
づ
か
い
を
ひ
ら
が
な
に
代
え
、
旧
字
体
を
当
用
漢
字
に
直
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
引
用
文
中
の
括

弧
内

(
)

は
引
用
者
に
よ
る
。

(

１)

田
保
橋
潔

『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究』

下
巻

(

文
化
資
料
調
査
会
、
覆
刻
、
一
九
六
四
年)

一
三
〇
―
一
頁
。

(

２)

同
右
、
一
〇
五
頁
。

無
責
任
な
放
言
の
中
身
と
し
て
、
大
石
が

｢

自
可
連
合
各
国
、
扶
韓
自
主
、
永
不
受
華
凌
侮｣

な
ど
と
語
っ
て
朝
鮮
内
対
清
独
立
派
を
勢
い

づ
か
せ
て
い
る
と
す
る
袁
世
凱
報
告
が
引
か
れ
て
い
る

(

同
右
、
一
三
一
頁)

。

一

大
石
の
朝
鮮
政
策
論

大
石
正
巳
の
朝
鮮
公
使
任
命
は
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
と
自
由
党
と
の
提
携
関
係
模
索
の
一
環
で
あ
っ
た
。｢

大
石
正
巳
氏
弁
理
公
使

に
任
ぜ
ら
る
。
氏
は
元
と
自
由
党
の
人
な
り
。
板
垣

(

退
助)
と
議
合
は
ず
自
由
党
を
去
る
。
伊
藤

(

博
文)

井
上

(

馨)

両
伯
頼
り

に
大
石
を
推
挙
し
て
此
位
置
に
至
ら
し
め
朝
鮮
に
派
遣
せ
ん
と
す
る
な
り
。
蓋
し
伊
藤
井
上
は
、
中
島

(

信
行)

大
石
等
を
推
挙
し
て

多
少
自
由
党
を
抱
込

(

１)｣

も
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
大
石
の
東
ア
ジ
ア
政
策
論
の
検
討
は
、
伊
藤
井
上
ら
が
自
由
党
と
の
対

外
政
策
面
で
の
提
携
条
件
を
ど
の
様
な
も
の
と
し
て
示
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
伊
藤
や
井
上
が
志
向
す
る
東
ア
ジ
ア
政
策
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

論 説
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大
石
は
、
公
使
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
に

『

富
強
策』

、『

日
本
之
二
大
政
策』

と
い
う
二
冊
の
本
を
著
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
万
国

対
峙
の
国
際
社
会
に
あ
っ
て
列
国
と
対
等
の
地
位
を
日
本
が
如
何
に
し
て
獲
得
し
て
行
く
の
か
と
い
う
点
に
関
心
が
置
か
れ
て
い
る
。

大
石
は
、
日
本
が
抱
え
る
最
大
の
弱
点
を

｢

国
力
の
欠
乏｣

、｢

富
の
分
量｣

に
あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
が
日
本
の
国
際
的
地
位
の
上
昇

を
阻
ん
で
い
る
と
論
じ
、
こ
の
観
点
か
ら
民
力
養
成
論
を
支
持
し

｢

一
に
も
政
費
節
減
、
二
に
も
政
費
節
減
を
唱
へ
…
…
国
力
の
発
達

長
育
を
妨
く
る
こ
と
に
汲
々
た
る
も
の
、
是
れ
果
し
て
進
歩
党
と
謂
ふ
へ
き
乎｣

と
民
力
休
養
論
を
批
判
し
民
党
の
政
策
転
換
を
求
め

た

(

２)。
そ
し
て
、
大
石
は
民
力
養
成
に
よ
る
経
済
拡
張
の
展
開
先
を
清
に
求
め
た

(

３)

。

対
外
政
策
に
関
し
て
大
石
は
、
英
露
対
立
を
前
提
と
し
て
同
盟
策
を
主
張
す
る
。
同
盟
の
対
象
国
は
、｢

正｣

に
し
て
文
明
化
・
通

商
と
平
和
を
求
め
る

｢

世
界
の
大
勢｣

で
あ
り
日
本
と
利
益
を
同
じ
く
す
る
国
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
国
が
対
峙
す
べ
き
は
、

｢

非｣

に
し
て

｢

野
蛮｣

で

｢

政
略
を
以
て
商
売
を
妨
げ
侵
略
を
以
て
平
和
を
害｣

す
る
ロ
シ
ア
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
領
土
拡
張
欲

は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
建
設
に
も
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
英
清
両
国
は
利
害
の
一
致
を
一
層
強
く
感
じ
両
国
間
の
関
係
を
強
め
つ

つ
あ
る
、
と
大
石
は
論
じ
る

(

４)

。
そ
し
て
、
大
石
は
、
日
本
の
対
外
政
策
の
基
本
は
清
・
英
両
国
と
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ

る
と
論
じ
る
。
何
故
な
ら
、
西
洋
諸
国
の
中
で
最
大
の
利
害
関
係
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
意
向
が
日
本
の
不
平
等
条
約
改
正
交
渉
の
成

否
を
左
右
す
る
か
ら
で
あ
り
、
日
本
が
経
済
的
に
発
展
で
き
る
か
ど
う
か
は
中
国
大
陸
で
の
事
業
が
鍵
を
握
り
日
清
条
約
改
正
に
よ
っ

て
列
国
並
の
通
商
条
件
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
日
清
提
携
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る

(

５)

。

大
石
は
、｢

仮
令
著
し
き
改
革
を
企
画
す
る
者
な
く
今
日
の
儘
に
推
遷
る
と
す
る
も
支
那
は
衰
運
に
傾
く
べ
き
の
恐
れ
な
く
し
て
却

て
進
歩
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
者｣

と
清
の
洋
務
運
動
を
評
価
し
て
い
た
。
鉄
道
、
電
信
、
航
海
、
紡
績
、
製
紙
、
造
船
、
軍
需
等
の
事
業

は
、
最
初
は
軍
事
目
的
と
し
て
始
ま
っ
て
も
そ
の
経
済
上
の
利
益
が
事
業
拡
大
を
促
し
、
有
形
的
物
質
的
文
明
の
進
歩
は
文
芸
技
芸
及

び
智
識
等
無
形
的
の
進
歩
を
も
た
ら
す
と
大
石
は
論
じ
る

(

６)

。
大
石
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
日
清
両
国
は
文
明
化
・
通
商
・
平
和
と
い
う
価

朝鮮駐箚弁理公使大石正巳―その任免と反響―
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値
を
共
有
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
日
清
提
携
は
必
要
で
あ
る
と
大
石
は
主
張
す
る
。
大
石
の
見
る
と
こ
ろ
、｢

具
眼
清
人
の
意
見｣

は
、｢

之

(

朝
鮮)
を
今
日
の
儘
に
放
棄
せ
ば
、
韓
国
の
滅
亡
疑
ひ
な
し
。
朝
鮮
に
於
け
る
日
清
両
国
の
位
置
は
即
唇
歯
の
関
係
あ
り
故
に
日
清

結
合
し
て
之
を
未
だ
亡
び
ざ
る
に
救
ふ
は
啻
に
朝
鮮
の
為
め
の
み
に
あ
ら
ず
則
日
清
自
衛
の
道
に
於
て
止
む
可
ら
ざ
る
な
り｣

と
論
じ

て
い
る
と
し
、
そ
れ
を
ア
ジ
ア
の
大
勢
に
着
目
す
る
論
で
あ
る
と
評
し
て

｢

余
が
切
に
我
同
胞
に
望
む
所
は
区
々
と
し
て
朝
鮮
に
対
す

る
清
人
の
挙
動
を
疑
は
ず
宏
濶
大
度
を
以
て
支
那
人
と
結
託
し
至
誠
至
公
を
以
て
韓
国
の
独
立
を
保
証
す
べ
き
大
策
を
建
つ
る
に
あ
り｣

と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
上
で
も
、
朝
鮮
を
永
世
中
立
化
す
る
た
め
に
も

｢

先
ず
日
清
の
同
盟｣

が
必
要
で
あ
り

｢

日
清
の
同
盟
を
計
る
は
当
今
の
最
大
急
務
に
し
て
日
本
対
清
策
の
第
一

(

７)｣

と
い
う
位
置
を
与
え
た
。

大
石
は
世
界
的
な
反
ロ
シ
ア
同
盟
論
に
日
本
を
位
置
づ
け
、
そ
の
東
ア
ジ
ア
で
の
核
を
日
清
同
盟
に
求
め
、
こ
の
枠
組
か
ら
日
本
の

安
全
保
障
策
を
論
じ
る
。
大
石
は
朝
鮮
を
欧
州
の
バ
ル
カ
ン
半
島
と
同
じ
く
世
界
各
国
が
最
も
注
目
す
る
国
で
あ
り
、
朝
鮮
を
英
露
な

ど
の
国
が
支
配
す
れ
ば
日
本
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
と
な
る
と
論
じ
て
、
日
本
の
安
全
を
図
る
方
法
を
朝
鮮
永
世
中
立
共
同
保
障
体
制

の
構
築
に
求
め
た
。
則
ち
、

我
が
国
の
朝
鮮
に
対
す
る
政
策
如
何
し
て
可
な
る
や
、
曰
く
朝
鮮
を
し
て
其
独
立
を
鞏
固
な
ら
し
む
る
こ
と
是
れ
な
り
、
而
し
て

朝
鮮
の
独
立
を
謀
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
我
が
日
本
が
進
ん
で
東
洋
の
盟
主
と
な
り
、
東
洋
に
於
て
最
も
関
係
を
有
す
る
所
の
諸
強
国

と
共
に
列
国
会
議
を
開
い
て
之
を
議
定
す
る
に
あ
り
、
会
議
に
列
す
べ
き
者
は
即
ち
日
本
、
英
吉
利
、
佛
蘭
西
、
露
西
亜
、
支
那
、

独
逸
、
米
利
加
の
七
大
強
国
な
り
、
而
し
て
此
七
大
強
国
が
認
め
て
以
て
朝
鮮
を
保
護
国
と
為
し
、
若
し
一
国
約
に
違
ひ
て
朝
鮮

を
掠
取
せ
ば
余
の
列
国
挙
っ
て
之
が
罪
を
問
ふ
こ
と
ゝ
為
す
べ
し
、
苟
も
此
の
如
く
せ
ば
朝
鮮
の
独
立
は
直
ち
に
安
全
鞏
固
な
る

を
得
べ
し

(

８)

論 説
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日
本
主
導
の
国
際
会
議
開
催
論
は
一
ま
ず
置
く
と
し
て
、
大
石
の
朝
鮮
永
世
中
立
化
論
と
国
際
認
識
は
伊
藤
や
井
上
あ
る
い
は
山
県

有
朋
と
い
っ
た
明
治
政
府
有
力
者
の
考
え
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
伊
藤
と
井
上
が
大
石
を
朝
鮮
公
使
に
任
命
し
た
理
由
の
一
端

は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(

１)

原
敬
関
係
文
書
研
究
会
編

『

原
敬
関
係
文
書』

(

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
四
―
九
年)

第
五
卷
、
五
九
四
頁
。
原
奎
一
郎
編

『

原
敬
日

記』
(

福
村
出
版
、
一
九
八
一
年)

第
一
巻
、
二
〇
六
頁
、
一
八
九
二
年
一
一
月
一
二
日
条
。

(

２)

大
石
正
巳

『

富
強
策』

(
博
文
堂
、
一
八
九
一
年)

一
、
二
、
三
、
六
―
七
、
一
四
九
―
五
〇
頁
。

(

３)

大
石
正
巳

『

日
本
之
二
大
政
策』

(

青
木
嵩
山
堂
出
版
、
一
八
九
二
年)

三
頁
。

(

４)

同
右
、
一
四
〇
―
二
頁
、
一
八
四
頁
、
二
〇
五
―
六
頁
。
大
石

『

富
強
策』

九
四
―
五
頁
。

(

５)

大
石

『

日
本
之
二
大
政
策』

七
七
―
九
頁
。

(

６)

同
右
、
五
二
―
五
頁
。

(

７)

同
右
、
三
八
―
九
、
七
六
、
二
〇
四
、
二
一
〇
―
四
頁
。

(

８)

大
石

『

富
強
策』

一
二
二
―
三
頁
。
ま
た
、
大
石

『
日
本
之
二
大
政
策』

三
五
頁
。

一
八
九
三
年
一
月
、
東
邦
協
会
主
催
の
大
石
公
使
送
別
会
で
、
末
広
鉄
腸
は
日
清
両
国
に
よ
る
朝
鮮
永
世
中
立
化
を
論
じ
て
い
る
と
い
う

(

真
辺
美
佐

『

末
広
鉄
腸
研
究』

梓
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
二
二
頁
、
註
五
六)

。
ま
た
、
当
該
期
日
本
で
は
、
朝
鮮
永
世
中
立
化
は
党
派

横
断
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
保
守
主
義
を
掲
げ
る
新
聞

『
日
本』

で
も
、
孤
憤
子

｢

対
韓
政
略｣

(

論
説)

(

一
―
三
、
一
八
九
一

年
二
月
二
五
―
二
七
日)

は

｢

朝
鮮
は
独
立
を
望
む
縦
ひ
完
全
独
立
は
覚
束
な
き
も
せ
め
て
は
東
洋
の
公
認
中
立
国
く
ら
い
に
維
持
せ
ん
こ
と

は
日
本
の
永
久
に
此
の
隣
邦
に
対
す
る
国
是
な
ら
ん
か｣

と
し
、
そ
れ
が

｢

文
明
政
道｣

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。｢

其
の
国
既
に
一
種
の
文
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化
あ
り
其
民
既
に
独
立
の
志
望
あ
り
、
他
邦
之
を
取
り
て
我
れ
に
害
あ
り
我
国
之
を
領
し
て
我
れ
に
益
な
し
。
然
ら
ば
之
を
扶
掖
し
て
国
命
を

全
ふ
せ
し
む
べ
き
の
み｣

と
い
う
孤
憤
子
の
論
じ
方
は
、
明
治
政
府
内
部
の
非
征
韓
論
や
一
八
八
〇
年
頃
の

『

東
京
日
日
新
聞』

が
朝
鮮
を
日

本
・
清
・
露
三
国
間
の
緩
衝
国
家
と
し
て
位
置
づ
け
た
論
じ
方
に
類
似
し
て
い
る
。

二

大
石
任
命
の
反
響

伊
藤
・
井
上
の
大
石
任
用
の
意
図
が
前
に
見
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
朝
鮮
で
は
異
な
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。

一
八
九
二
年
末
に
は
朝
鮮
居
留
日
本
人
の
傲
慢
な
態
度
が
居
留
外
国
人
の
注
目
を
引
く
程
に
甚
だ
し
く
な
り

(

１)

、
居
留
邦
人
は
梶
山
鼎

介
弁
理
公
使
が
利
益
確
保
に
積
極
的
で
は
な
い
と
批
判
し
梶
山
更
迭
を
求
め
た
。
本
国
政
府
か
ら
召
還
の
命
を
う
け
た
失
意
の
梶
山
は
、

公
使
交
代
は
日
本
の
利
益
拡
大
を
主
張
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
自
己
の
方
針
が
否
定
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
後
任
者
は
日
本
の
経
済
的
政

治
的
利
益
増
進
を
図
る
視
点
か
ら
選
任
さ
れ
よ
う
と
語
り

(

２)

、
後
任
者
の
立
場
を
傷
つ
け
な
が
ら
帰
国
し
た
。

朝
鮮
に
お
け
る
清
の
代
表
で
あ
っ
た
袁
世
凱

(

駐
箚
朝
鮮
総
理
交
渉
通
商
事
宜)

は
梶
山
の
更
迭
を
強
い
警
戒
心
を
以
て
捉
え
た
。

そ
し
て
、
同
様
の
警
戒
心
を
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
ヒ
リ
ア
ー

(���������������)
に
も
共
有
せ
し
め
よ
う
と
し
て
、
袁
は
以
下
の

よ
う
に
語
っ
た
。
即
ち
、
日
本
政
府
は
清
に
対
し
て
朝
鮮
で
の
日
清
両
国
の
協
力
と
利
益
を
拡
大
す
る
目
的
で
朝
鮮
公
使
の
位
置
を
弁

理
公
使
か
ら
全
権
公
使
に
格
上
げ
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
対
し
袁
は
、
朝
鮮
で
日
本
の
影
響
力
が
拡
大
す
る
如
何
な
る
き
っ

か
け
も
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
、
李
鴻
章
に
日
本
の
全
権
公
使
派
遣
を
阻
止
す
る
よ
う
求
め
た
。
日
本
の〝

野
心〟

を
抑
え

る
最
良
の
手
段
は
朝
鮮
政
府
の
対
日
猜
疑
心
を
掻
き
立
て
日
本
の
如
何
な
る
提
案
に
も
注
意
深
く
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の

論 説
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経
済
財
政
的
な
権
益
や
影
響
力
の
拡
大
を
阻
む
た
め
に
清
が
先
回
り
し
て
朝
鮮
に
借
款
を
供
与
し
て
日
本
か
ら
の
借
り
入
れ
を
阻
止
し

た
の
だ
、
と

(

３)

。

大
石
の
朝
鮮
公
使
任
命
を
不
信
の
念
を
以
て
迎
え
た
の
は
袁
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
駐
日
清
公
使
汪
鳳
藻
は
、
大
石
の
朝
鮮
政
策
は

ロ
シ
ア
公
使
と
親
交
を
結
び
袁
に
対
し
て
は
強
硬
姿
勢
を
以
て
臨
む
と
い
う
手
法
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
大
石
の
著
作
で
の
主
張

と
は
正
反
対
の
こ
と
を
李
鴻
章
に
報
じ
た
。
こ
れ
を
う
け
、
李
は
袁
に

｢

望
留
意
駕
馭｣

と
注
意
を
う
な
が
し
た

(

４)

。

朝
鮮
政
府
は
、
大
石
を
反
天
津
条
約
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
り
、
金
玉
均
の
友
人
で
あ
る
と
見
做
し
、
大
石
が
壮
士
を
引
き
連
れ
て

赴
任
し
金
玉
均
の
再
度
の
反
乱
を
準
備
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖
心
を
つ
の
ら
せ
て
い
た

(

５)

。

大
石
公
使
任
命
に
懸
念
を
挟
ん
だ
の
は
清
や
朝
鮮
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
石
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
口
を
極
め
て
ロ
シ
ア
の
侵
略

性
を
強
調
し
反
露
同
盟
網
構
築
を
主
張
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
は
、
大
石
が
反
露
派
で
あ
り
過
激
に
し
て
排
外
的
傾
向
を
有
す
る
人
物
で

あ
る
と
捉
え
、
こ
れ
に
対
し
陸
奥
外
相
は
ロ
シ
ア
代
理
公
使
シ
チ
ェ
グ
ロ
フ

(�����������������
)

に
大
石
任
命
事
情
を
以

下
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
大
石
は
反
政
府
派
の
活
動
分
子
で
あ
る
が
、
政
府
の
然
る
べ
き
ポ
ス
ト
に
就
け
ば
そ
の
考
え
も
変
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
大
石
を
任
用
し
て
政
府
の
側
に
誘
引
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
大
石
が
反
露
派
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
公
使
に
任
命
さ
れ
た
以
上
は
政
府
訓
令
に
従
い
ロ
シ
ア
代
表
と
親
密
に
交
際
し
各
国
公
使
と
協
調
す
る

よ
う
行
動
さ
せ
る
。
大
石
任
命
は
日
本
政
府
の
朝
鮮
政
策
変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と

(

６)

。

日
本
政
府
の
大
石
任
用
意
図
を
ほ
ぼ
正
確
に
理
解
し
た
の
は
駐
日
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
筋
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
、
以
下
の

よ
う
に
事
態
を
把
握
し
た
。
①
井
上
と
伊
藤
は
、
欧
州
の
朝
鮮
侵
略
を
恐
れ
日
本
の
朝
鮮
へ
の
武
力
行
使
を
回
避
す
る
政
策
を
と
っ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
は
大
石
新
任
公
使
が
朝
鮮
独
立
保
障
の
観
点
か
ら
対
清
同
盟
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
②
伊

藤
政
権
は
、
朝
鮮
で
好
戦
的
な
手
段
も
清
と
の
衝
突
も
回
避
し
よ
う
が
、
朝
鮮
中
立
化
の
公
式
保
障
に
関
与
す
る
と
は
思
え
な
い
。
③
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李
鴻
章
は
、
私
的
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
日
本
が
朝
鮮
永
世
中
立
化
に
向
け
て
清
と
共
同
す
る
か
ど
う
か
非
公
式
提
案
を
行
い
、
伊
藤
と

井
上
は
そ
の
提
案
を
嫌
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
④
大
石
の
朝
鮮
公
使
任
用
は
伊
藤
政
権
と
自
由
党
と
の
接
近
策
の
一
環
と
い
わ
れ
て

お
り
、
自
由
党
は
積
極
的
か
つ
侵
略
的
朝
鮮
策
を
好
む
傾
向
に
あ
る
が
、
伊
藤
が
政
権
の
座
に
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
よ
う
な
政
策
は
実
行

さ
れ
そ
う
に
な
い
。
⑤
大
石
の

『

日
本
之
二
大
政
策』

は
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
日
本
・
清
・
欧
州
諸
国
の
同
盟
を
主
張
し
、
大
石
は
日

本
と
清
の
同
盟
は
朝
鮮
永
世
中
立
化
と
い
う
合
意
を
通
じ
て
成
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
、
と

(

７)

。

朝
鮮
永
世
中
立
化
に
清
が
積
極
的
で
日
本
政
府
が
消
極
的
で
あ
る
と
す
る
点
で
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
が
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
情
報
は

興
味
深
い
が
、
大
石
任
命
の
意
味
は
日
本
が
清
に
接
近
し
朝
鮮
独
立
の
共
同
保
障
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
の
表
れ
で
あ
り
、
同
時
に
積

極
的
な
朝
鮮
政
策
の
展
開
を
主
張
す
る
自
由
党
の
論
を
穏
健
化
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
理
解
さ

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

大
石
公
使
任
命
に
対
す
る
悪
い
風
評
を
解
消
す
る
た
め
日
本
側
は
前
駐
日
清
公
使
・
李
経
方
に
対
し
働
き
か
け
た
。
李
経
方
は
、
朝

鮮
に
対
し
て
は
日
清
提
携
し
て
対
処
す
べ
き
で
あ
り
伊
藤
と
李
鴻
章
の
意
見
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
日
清
が
親
睦
を
厚
く
す
れ
ば
日
朝
清

三
国
平
和
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
述
べ
、
李
鴻
章
に
対
し
袁
が
大
石
と
交
誼
を
厚
く
す
る
よ
う
に
内
命
す
る
こ
と
を
求
め
る
つ

も
り
で
あ
る
と
語
っ
た
。
李
経
方
と
会
談
し
た
荒
川
巳
次

(
在
天
津
領
事
代
理)

は
、
陸
奥
が
大
石
に
対
し
袁
と
の
親
密
な
関
係
を
作

り
上
げ
る
よ
う
訓
令
す
れ
ば
流
言
百
出
す
る
虞
も
な
く
な
り
無
用
な
騒
動
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
陸
奥
も
荒
川
の
意
見
を
容

れ
大
石
に
委
曲
申
し
含
め
た

(

８)

。

清
か
ら
警
戒
の
目
を
向
け
ら
れ
て
い
た
大
石
に
と
っ
て
、
持
論
で
あ
る
朝
鮮
永
世
中
立
化
論
も
不
利
に
働
い
た
。
大
石
の
列
国
共
同

朝
鮮
保
護
・
中
立
化
論
は
清
へ
も
伝
わ
っ
た
。
ま
た
、
高
宗
は
ロ
シ
ア
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
三
国
が
主
導
し
て
清
・
英
・
独
・
仏
・
伊

諸
国
も
参
加
す
る
朝
鮮
永
世
中
立
の
共
同
保
障
を
望
ん
で
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
た
。
袁
は
、
大
石
の

｢

欲
連
合
各
国
、
扶
韓
自
主
、

論 説
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志
趣
遠
大｣

な
議
論
が
高
宗
を
始
め
と
す
る
勢
力
を
惹
き
つ
け
る
事
に
危
機
感
を
抱
き
、
閔
泳
駿
や
閔
泳
達
等
に
対
し
朝
鮮
永
世
中
立

化
論
を
非
難
し
大
石
の
影
響
力
が
拡
が
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努
め
た

(

９)

。

大
石
が
自
己
を
取
り
巻
く
環
境
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
外
交
官
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
は
思
慮
に
欠

け
る
発
言
が
、
大
石
の
朝
鮮
へ
の
影
響
力
の
拡
大
阻
止
を
ね
ら
っ
て
い
た
清
を
し
て
苦
も
な
く
大
石
を
追
い
詰
め
る
材
料
を
提
供
し
た

と
い
え
よ
う
。
朝
鮮
仁
川
港
居
留
邦
人
の
歓
迎
会
で
大
石
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。｢

亜
細
亜
洲
は
尚
ほ
一
箇
の
船
の
如
く｣

船
の
一

部
分
が
失
わ
れ
れ
ば
船
全
体
が
沈
没
す
る
よ
う
に
、｢

亜
細
亜
を
形
作
る
所
の
日
本
支
那
朝
鮮
等
其
の
他
の
諸
邦
中
の
一
を
だ
に
失
は

ヾ
亜
細
亜
洲
忽
ち
其
全
部
を
覆
没
す
る
を
免
れ
ざ
る｣

状
況
に
あ
る
。｢

亜
細
亜
洲
の
存
立
と
富
強
と
を
謀
ら
ん
と
せ
ば
必
ず
先
づ
亜

細
亜
洲
中
の
諸
邦
国
は
相
協
同
扶
持
し
て
共
に
倶
に
亜
細
亜
の
勢
力
を
拡
進
し
以
て
泰
西
諸
国
の
対
東
洋
政
略
に
当
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

今
や
亜
細
亜
洲
中
朝
鮮
の
如
き
は
西
洋
諸
強
国
勢
力
衝
突
の
中
心
点
に
し
て
此
国
国
運
の
消
長
は
直
ち
に
亜
細
亜
の
全
局
面
に
影
響
を

来
す
故
に
苟
く
も
亜
細
亜
洲
の
存
立
と
平
和
と
富
強
と
及
び
亜
細
亜
洲
中
に
国
せ
る
自
国
の
安
固
と
を
図
ら
ん
と
す
る
者
は
先
づ
共
に

朝
鮮
を
救
護
し
て
其
国
を
富
強
に
し
以
て
西
洋
諸
国
呑
噬
の
欲
志
を
亜
細
亜
洲
中
に
見
捨
て
し
む
る
に
在
り｣

(�)

と
。
大
石
の
仁
川
演
説

に
見
る
日
本
、
朝
鮮
、
清
提
携
論
は
大
石
の
持
論
で
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
国
王
へ
の
国
書
奉
呈
の
折
、
大
石
公
使
は

｢

朝
鮮
日
本
支
那
此

の
三
国
は
恰
も
一
艘
の
船
舶
を
組
成
せ
る
も
の
ヽ
如
し

(
中
略)

此
三
国
は
必
ず
相
提
携
し
て
国
歩
を
進
め
富
強
を
図｣

る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
言
上
し
た

(�)

。

大
石
の
西
洋
に
対
抗
す
る
目
的
を
以
て
す
る
ア
ジ
ア
主
義
的
言
説
は
、
朝
鮮
駐
在
官
か
ら
本
国
政
府
に
伝
え
ら
れ
、
欧
州
発
刊
の
新

聞
に
は
日
本
人
の
欧
州
敵
視
思
想
の
発
露
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
大
い
に
欧
州
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
た

(�)
。
一
八
九
一
年
、
欧
州
で
は
日

清
同
盟
が
結
ば
れ
た
と
新
聞
な
ど
で
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
皇
太
子
を
襲
撃
し
た
大
津
事
件
と
清
で
の
揚
子
江
流
域
で

排
外
運
動
が
生
じ
た
こ
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
西
洋
を
排
斥
す
る
日
清
同
盟
説
と
し
て
西
欧
外
交
筋
で
も
警
戒
さ
れ
、
日
本
側
は
こ
れ
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を
打
ち
消
す
こ
と
に
追
わ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た

(�)

。

袁
世
凱
は
、
ソ
ウ
ル
駐
在
フ
ラ
ン
ス
領
事
フ
ラ
ン
ダ
ン

(���������������
)

に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
駐
在
日
本
公

使
と
比
較
し
て
大
石
を

｢

チ
ビ
の
野
蛮
人｣

と
悪
罵
し
て
、
反
西
洋
連
合
の
呼
び
か
け
に
は
与
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
抜
か
り
な
く
大

石
の
孤
立
化
を
図
っ
た

(�)
。
ま
た
、
大
石
の
発
言
を
捉
え
て
清
は
、
大
石
を
孤
立
化
さ
せ
る
た
め
に
ロ
シ
ア
出
先
を
利
用
し
た
。
朝
鮮
か

ら
西
洋
人
を
排
斥
す
る
政
策
に
賛
成
す
る
よ
う
日
本
が
清
国
に
求
め
て
き
た
が
清
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
と
述
べ
、
清
は
ロ
シ
ア
に
対
す

る
友
好
の
証
し
と
し
て
こ
の
件
を
駐
清
ロ
シ
ア
公
使
館
に
伝
達
す
る
の
で
あ
る
と
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
他
方
、
ロ
シ
ア
出
先
は
、

日
本
の
策
謀
説
を
以
て
朝
鮮
に
対
す
る
ロ
シ
ア
脅
威
論
を
打
ち
消
す
材
料
と
し
て
利
用
し
た
。
駐
朝
鮮
ロ
シ
ア
臨
時
代
理
公
使
ド
ミ
ト

レ
フ
ス
キ
ー

(������������������)
は
、
大
石
が
前
に
朝
鮮
訪
問
を
し
た
時

(

一
八
九
二
年)

に
大
院
君
と
会
見
し
て
朝
鮮

か
ら
西
洋
人
を
排
斥
す
る
こ
と
や
日
清
共
同
朝
鮮
保
護
に
関
す
る
た
だ
な
ら
ぬ
会
話
が
交
わ
さ
れ
た
と
報
告
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
件

に
つ
い
て
北
京
の
ロ
シ
ア
公
使
館
に
報
告
す
る
と
と
も
に
そ
の
真
相
探
知
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
、
ま
さ
に
大
石
が
そ
の
よ
う
な
企
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
清
経
由
情
報
で
裏
付
け
ら
れ
た
、
と
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
ー
ド

(��������������
)

に
語
っ
た

(�)
。

防
穀
問
題
は
大
石
在
任
中
に
深
刻
化
し
、
大
石
公
使
は
持
論
の
朝
鮮
永
世
中
立
化
に
向
け
た
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
防
穀
問
題
で
、
従
前
の
日
朝
交
渉
を
無
視
し
一
切
を
白
紙
に
戻
し
て
朝
鮮
側
の
一
方
的
見
地
か
ら
問
題
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る

朝
鮮
統
理
衙
問
の
照
会
に
憤
激
し
た
大
石
は
、
交
渉
相
手
で
あ
る
趙
秉
稷

(

督
弁
交
渉
通
商
事
務)

と
照
会
の
逐
条
討
議
を
行
い
趙
督

弁
の
説
明
を
追
求
し
て
自
発
的
に
当
該
照
会
を
撤
回
さ
せ
る
手
法
を
採
る
だ
け
の
冷
静
さ
を
欠
い
た

(�)
。
元
来
、
大
石
は
外
交
官
で
は
な

い
。｢

大
石
と
云
ふ
男
に
は
婉
曲
な
ア
ー
ト
と
云
ふ
も
の
が
一
向
に
無
い
。
此
れ
に
は
陸
奥
も
閉
口
し
た
だ
ら
う｣

、｢

渠
は
一
向
細
密

な
行
政
事
項
に
は
頓
着
せ
ぬ
風
が
あ
る
が
、
一
体
行
政
上
の
事
務
と
云
ふ
も
の
は
頗
る
科
学
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
政
略
方
針
の
如
何
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よ
り
も
、
寧
ろ
実
行
上
の
技
術
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
此
処
が
、
ア
ー
ト
レ
ス
の
、
粗
大
な
大
石
君
の
頭
脳
に
は
適
し
な
い
の

で
有
ら
う
。
渠
は
以
前
か
ら
哲
学
者
と
、
戦
国
策
士
と
を
搗
き
雑
ぜ
た
や
う
な
頭
脳
を
有
す
る
人
で
あ
っ
て
、
物
の
計
画
を
立
て
る
場

合
に
も
多
く
は
算
盤
球
を
弾
い
て
、
実
際
か
ら
割
り
出
す
と
云
ふ
こ
と
が
な
く
自
然
一
種
の
理
想
か
ら
築
き
上
げ
や
う
と
す
る
。
故
に

渠
の
説
く
政
略
は
、
往
々
空
想
に
陥
る
弊
が
あ
る｣

と
後
年
評
さ
れ
て
い
る

(�)

。

交
渉
行
き
詰
ま
り
に
際
し
て
大
石
は
、
朝
鮮
政
府
の
対
応
が

｢

今
日
の
如
く
暴
慢
無
礼
を
極
め
候
は
修
好
条
規
締
結
以
来
未
だ
嘗
て

見
ざ
る
処
に
し
て
其
因
て
来
る
処
は
袁
世
凱
李
善
得

(

リ
ゼ
ン
ド
ル)

具
礼

(

グ
レ
ー
ト
ハ
ウ
ス)

等
の
教
唆
後
援
に
出
て
候
は
勿
論
に
有
之
候
へ
ど
も
亦
幾
分
か
我
政
府
が
当

政
府
に
対
し
従
来
施
行
し
た
る
穏
和
誘
導
策
の
恩
に
狎
れ
た
る
結
果
に
も
可
有
之
候｣

と
述
べ
強
硬
策
の
採
用
を
求
め
た

(�)

。
こ
れ
に
対

し
て
陸
奥
外
相
は
、
伊
藤
首
相
の
同
意
を
得
て
、
大
石
に
対
し
防
穀
問
題
の
顛
末
を

｢

明
ら
さ
ま
に
袁
世
凱
に
打
明
け
同
氏
の
助
力
を

籍
り
朝
鮮
政
府
に
向
て
迅
速
に
本
件
を
完
結｣

す
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
李
鴻
章
の
子
で
あ
り
駐
日
公
使
を
経
験
し
た
こ
と
も
あ

る
李
経
方
に
対
し
て
袁
世
凱
の
好
意
的
対
応
を
誘
引
す
る
よ
う
依
頼
し
た

(�)
。

防
穀
問
題
を
日
本
と
朝
鮮
と
の
離
間
策
と
し
て
利
用
し
て
い
た
袁
世
凱

(�)
は
、
日
本
の
最
後
通
牒
を
以
て
日
本
の〝

一
貫
し
た
謀
略〟

の
構
図
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後
通
牒
に
よ
っ
て
日
朝
関
係
を
断
絶
さ
せ
大
石
と
居
留
民
を
引
き
揚
げ
さ
せ
、
よ
り
多
額
の
賠
償

金
を
要
求
す
る
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
は
そ
の
よ
う
な
賠
償
金
を
支
払
う
余
裕
が
な
い
か
ら
金
銭
の
代
わ
り
に
何
ら
か
の
特
権
を
要
求
す
る

つ
も
り
に
違
い
な
い
。
日
本
は
清
と
の
衝
突
を
意
図
し
て
い
る
と
は
見
え
な
い
が
、
朝
鮮
で
の
位
置
を
強
化
す
る
の
に
役
立
つ
特
権
を

獲
得
す
る
に
は
他
に
手
段
が
な
い
の
で
難
題
を
吹
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
日
本
国
内
の
朝
鮮
に
対
す
る
強
硬
論
を
満
足

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
は
金
玉
均
・
親
日
派
朝
鮮
官
員
・
東
学
党
を
裏
で
操
り
朝
鮮
を
混
乱
に
陥
れ
朝
鮮
を
譲
歩
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
捉
え
た

(�)
。
袁
世
凱
が
描
い
た
謀
略
の
構
図
に
ヒ
リ
ヤ
ー
は
同
意
で
き
な
か
っ
た
が
、
袁
が
謀
略
的
観
点

を
投
影
さ
せ
て
日
本
の
動
向
を
捉
え
て
い
た
以
上
、
袁
の
仲
介
に
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
伊
藤
首
相
は
改
め
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て
李
鴻
章
に
対
し
本
件
仲
介
依
頼
を
行
う
措
置
を
採
っ
た

(�)

。
こ
れ
に
よ
っ
て
再
び
日
・
朝
・
清
間
で
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
最
終
的
に
は
、
朝
鮮
側
が
四
万
円
の
賠
償
金
支
払
論
か
ら
一
一
万
円
を
支
払
う
こ
と
で
、
そ
し
て
大
石
公
使
を
問
題
解
決
後
に
召

喚
す
る
と
い
う
こ
と
で
妥
協
が
成
立
し
た
。

(

１)����������������������������������������������������
朝
鮮
居
留
日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
そ
の
後
一
層
昂
じ
、
仁
川
領
事
館
副
領
事
能
勢
辰
五
郎
は
、｢

近
来
我
居
留
民
が
清
国
及
朝
鮮
官
吏

に
対
し
一
種
云
う
べ
か
ら
ざ
る
感
情
を
懐
き
、
為
に
彼
我
の
間
に
生
起
す
る
案
件
は
都
て
容
易
に
結
了
を
得
ず
、
執
務
上
頗
る
困
難
を
極
め
申

居
候
。
就
中
居
留
地
中
少
壮
の
恒
産
な
き
も
の
は
叨
り
に
無
責
任
の
言
行
を
な
し
、
下
等
民
教
唆
扇
動
せ
し
む
る
為
め
、
何
と
な
く
清
韓
両
国

民
と
毎
時
軋
轢
を
生
じ
易
く
、
為
に
鎮
撫
方
一
層
憂
慮
罷
在
候
。
到
底
今
日
の
如
き
事
態
に
し
て
多
月
を
経
過
せ
ば
、
我
人
民
は
韓
廷
の
歓
心

を
失
し
、
朝
鮮
人
の
信
用
を
害
す
る
の
悪
結
果
を
生
ず
る｣

で
あ
ろ
う
と
懸
念
し
て
い
た

(

一
八
九
三
年
六
月
七
日
付
原
敬
宛
能
勢
辰
五
郎
書

翰

『

原
敬
関
係
文
書』

第
二
巻
、
五
四
三
―
四
頁)

。

外
務
省
通
商
局
長
原
敬
は
、
梶
山
へ
の
帰
国
命
令
は
梶
山
が

｢�々
訓
令
の
趣
旨
を
誤
解
し
防
穀
事
件
結
局
の
談
判
を
な
さ
ゞ
る
に
依
る
。

過
般
既
に
帰
朝
を
命
ぜ
ら
る
べ
き
内
儀
あ
り
し
も
此
際
故
な
く
帰
朝
す
る
は
同
人
の
不
面
目
と
す
る
所
に
し
て
随
て
日
本
公
使
の
価
値
に
も
関

す
る
事
と
信
じ
前
後
の
掛
合

(

朝
鮮
政
府
に
対
し
五
日
以
内
の
賠
償
確
答
を
要
求
す
る
よ
う
求
め
た
一
八
九
二
年
一
一
月
九
日
付
電
訓
の
こ
と)

を
な
し
て
、(

朝
鮮
政
府
が)

後
聞
入
れ
ざ
れ
ば
帰
朝
す
る
事
と
な
せ
し
も
氏
は
全
く
外
交
官
の
職
務
を
解
せ
ず
遂
に
此
命
を
受
く
る
に
至
れ
り｣

と
述
べ
て
い
る

(『

原
敬
関
係
文
書』

第
五
巻
、
五
九
四
頁)

。

(

２)�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��
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(

３)����������������������������������������������������������
(

４)

光
緒
一
八
年
一
二
月
初
五
日
寄
朝
鮮
袁
道

『

李
電』

第
二
卷
、
五
二
一
頁
。

(

５)����������������������������������������������������
一
八
九
一
年
二
月
、
金
玉
均
は
大
石
の
名
前
を
借
り
て
大
院
君
に
書
翰
を
送
っ
て
い
た

(

琴
秉
洞

『

金
玉
均
と
日
本』

緑
蔭
書
房
、
増
補
新

版
二
〇
〇
一
年
、
六
二
九
頁)

。

大
石
が
警
戒
の
念
を
以
て
迎
え
る
朝
鮮
政
府
と
駐
在
外
交
団
の
た
だ
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
新
聞

『

日
本』

(｢

外
交
は
寸
惰

を
容
れ
ず｣

一
八
九
二
年
一
二
月
二
四
日)

で
以
下
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
大
石
公
使
任
命
に
、
朝
鮮
政
府
は

｢

驚
駭｣

｢

憂
苦｣

し
、
ロ
シ
ア
出
先
は
大
石
の

｢
持
論
に
慊
焉
た
ら
ず
、
間
に
乗
じ
て
本
国
の
勢
力
を
注
入
す
る
に
勉
め｣

、
清
出
先
は
朝
鮮
側
の

｢

驚
駭
し
憂
苦

す
る
を
機
と
し
、
公
然
縦
つ
に
危
語
を
以
て
し
て
益
其
驚
駭
と
憂
苦
と
を
滋
長
せ
し
め
、
以
て
日
韓
の
国
誼
を
動
か
し
て
本
国
の
利
益
を
鞏
固

な
ら
し
む
る
に
怠
ら
ず｣

と

(

西
田
長
寿
、
植
手
道
有
編

『

陸
羯
南
全
集』

み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
、
第
三
巻
、
七
〇
二
頁)

。

(

６)���������������������������������������������������������������������������������������������
(

７)����������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������

(

８)

一
八
九
三
年
二
月
一
五
日
付
陸
奥
宛
荒
川
、
一
八
九
三
年
三
月
二
九
日
付
荒
川
宛
陸
奥

『

日
清
調
書』

第
四
巻
、
五
三
五
―
八
頁
、
五
六
一
―

二
頁
。

(

９)

光
緒
一
八
年
一
二
月
二
四
日
寄
訳
署
、
光
緒
一
九
年
四
月
一
八
日
寄
訳
署

『

李
電』

第
二
卷
、
五
二
四
、
五
六
七
頁
。『

中
日
韓』

一
七
八
一

文
書
。���������������������������������������������������
(�)

｢

大
石
公
使
着
仁
の
詳
況｣

(

雑
報)

『

読
売
新
聞』

一
八
九
三
年
二
月
一
二
日
。
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(�)
一
八
九
三
年
二
月
二
日
付
機
密
一
二
号
陸
奥
外
相
宛
大
石
、��

・�

・�

・�

・���

。『

日
清
調
書』

第
九
卷
、
三
五
三
頁
。

(�)��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������

・�

・�

・�

・�
(

第
一
巻)

。

(�)
例
え
ば
、
一
八
九
一
年
八
月
一
一
日
付
榎
本
武
揚
外
相
宛
シ
ー
ボ
ル
ト

『

日
本
外
交
文
書』

第
二
四
巻
、
五
二
八
―
九
頁
。

(�)���������������������������������
(�)����������������������������������������������������
(�)

田
保
橋
、
前
掲

『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究』

下
巻
、
九
六
、
一
〇
四
―
五
頁
。

(�)
大
石
正

『

大
石
正
巳
日
記』

(
大
石
正
、
一
九
九
三
年)

四
八
〇
、
四
八
一
頁
。

大
石
を
朝
鮮
公
使
に
任
命
す
る
こ
と
に
は
、
林
董
外
務
次
官
が
反
対
し
た
と
い
う
。
林
は
大
石
を

｢

粗
暴
な
男
で
、
常
識
に
外
れ
た
事
も
随

分
遣
る
方
だ
か
ら
、
渠
を
朝
鮮
に
遣
る
の
は
危
な
い
。
事
を
破
る
恐
が
あ
る
か
ら
、
見
合
は
す
に
如
か
ず｣

と
主
張
し
た
と
い
う

(

同
右
、
四

七
九
頁)

。

(�)
一
八
九
三
年
四
月
二
日
付
陸
奥
宛
大
石

『

日
本
外
交
文
書』

第
二
六
卷
、
三
〇
〇
―
一
頁
。

(�)
一
八
九
三
年
四
月
一
二
日
付
李
経
方
宛
陸
奥

『

日
本
外
交
文
書』

第
二
六
卷
、
三
三
五
頁
。

(�)
袁
世
凱
は
、
朝
鮮
側
に
対
し
、
仮
令
日
本
政
府
の
提
案
を
全
面
的
に
拒
絶
し
、
外
交
上
重
大
な
紛
糾
を
来
し
て
も
、
開
戦
の
危
機
な
き
こ
と

を
保
證
し
、
賠
償
金
を
大
幅
に
削
減
す
る
よ
う
仕
向
け
た

(

田
保
橋
、
前
掲

『

近
代
日
鮮
関
係
の
研
究』

下
巻
、
八
六
―
七
頁)

。

(�)����������������������������������������������������������
(�)

一
八
九
三
年
五
月
三
日
発
荒
川
宛
陸
奥

『

日
本
外
交
文
書』

第
二
六
卷
、
三
四
二
―
四
頁
。
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三

大
石
更
迭
と
大
鳥
兼
任
の
波
紋

防
穀
事
件
が
決
着
し
大
石
が
更
迭
さ
れ
、
一
八
九
三
年
七
月
二
六
日
、
駐
清
公
使
大
鳥
圭
介
が
朝
鮮
公
使
を
兼
任
し
た
。
日
本
の
朝

鮮
政
策
は
対
清
譲
歩
策
と
し
て
理
解
さ
れ
各
国
の
注
目
を
集
め
た
。
日
朝
関
係
の
悪
化
に
反
し
て
日
清
関
係
は
相
対
的
に
良
好
な
状
態

を
維
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
例
え
ば
、
九
三
年
五
―
六
月
に
川
上
操
六
参
謀
次
長
が
天
津
等
を
視
察
・
訪
問
し
た
と
き
に
李
鴻

章
は

｢

筆
紙
に
難
尽
程｣

の
歓
待
を
し
、
清
が

｢

帝
国
武
官
に
対
す
る
待
遇
の
浅
か
ら
さ
る｣

こ
と
は
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
駐
在
武

官
等
に

｢

嫉
妬
と
不
平
を
惹
起｣

せ
し
め
る
程
で
あ
っ
た

(

１)

。

防
穀
事
件
で
日
本
が
清
に
好
意
的
仲
介
を
求
め
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
袁
世
凱
な
ど
は
防
穀
問
題
の
解
決
は
清
政

府
の
お
か
げ
な
の
だ
と
吹
聴
し
て
い
た
。
英
・
米
・
独
・
仏
・
露
諸
国
の
外
交
筋
に
は
、
事
件
決
着
の
代
償
と
し
て
駐
清
日
本
公
使
が

駐
朝
鮮
公
使
を
兼
任
す
る
約
束
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
或
い
は
、
日
清
間
で
朝
鮮
に
対
す
る
ロ
シ
ア
脅
威
論
に
基
づ
く
日
清
同
盟

や
密
約
が
結
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
は
た
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
を
仲
介
と
し
て
日
清
両
国
間
で
朝
鮮
政
策
の
あ
り
方
が
調
整
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
な
ど
と
観
察
さ
れ
た

(

２)

。

ソ
ウ
ル
駐
在
の
ド
イ
ツ
領
事
ク
リ
ー
ン

(��������������
)

は
、
杉
村
濬
臨
時
代
理
公
使
に
対
し
て
、
駐
清
日
本
公
使
を
し

て
駐
朝
鮮
公
使
を
兼
任
せ
し
め
た
の
は

｢

如
何
な
る
御
趣
意
な
る
や
。
既
に
兼
務
と
あ
れ
ば
自
然
大
鳥
公
使
は
清
国
に
駐
在
せ
ら
る
ヽ

事
多
く
し
て
当
地

(

朝
鮮)

は
先
づ
総
領
事
位
を
置
く
事
と
な
る
べ
し
。
去
す
れ
ば
貴
国
は
十
数
年
取
り
来
た
る
方
略
を
変
じ
英
国
の

顰
に
倣
ふ
て
当
国

(

朝
鮮)

に
対
す
る
清
国
の
主
権����������
を
承
認
せ
ら
る
ゝ
都
合
と
な
る
べ
く
自
分
は
頗
る
怪
訝
に
堪
へ
ず
。
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自
分
は
余
り
突
然
の
事
に
て
充
分
事
情
を
承
知
せ
ざ
る
も
貴
国
は
必
ず
清
国
に
対
し
て
大
な
る
譲
與����������

を
な
さ
れ
た
る

か
或
は
別
に
秘
密
条
約
の
出
来
た
る
事
な
る
べ
し
。
貴
官
将
来
の
御
見
込
み
は
如
何｣

と
問
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

(

３)

。

朝
鮮
側
も
同
様
の
質
問
を
ぶ
つ
け
、
大
鳥
公
使
の
兼
任
は
朝
鮮
を

｢

軽
視｣

す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
喜
ば
ず
、
朝
鮮
国
王
や
政
府

も
専
任
全
権
公
使
派
遣
を
希
望
し
た
。
朝
鮮
外
督
弁
南
廷
哲
や
駐
日
公
使
書
記
官
の
経
験
を
有
す
る
金
嘉
鎮
は
、
大
鳥
の
兼
任
は
日
本

が
朝
鮮
独
立
論
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
し
た

(

４)

。
イ
ギ
リ
ス
は
駐
清
公
使
と
朝
鮮
公
使
を
兼
任
さ
せ
領
事

を
朝
鮮
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
代
表
と
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
は
こ
の
措
置
が
朝
鮮
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
反
発
し
て
い
た

(

５)

。

防
穀
事
件
で
日
本
を
嫌
悪
し
た
朝
鮮
は
、
今
度
は
日
本
の
対
清
協
調
と
朝
鮮
に
対
す
る
冷
淡
な
態
度
に
危
機
意
識
を
抱
く
こ
と
に
な
っ

た
。
朝
鮮
独
立
の
表
象
と
し
て
、
特
定
の
個
人
や
勢
力
が
自
己
の
地
位
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
利
用
す
る
目
的
で
、
あ
る
い
は
、
清

の
影
響
力
と
干
渉
強
化
を
嫌
い
そ
れ
に
対
抗
す
る
目
的
で
日
本
の
影
響
力
を
多
少
な
り
と
も
温
存
さ
せ
て
お
こ
う
と
す
る
目
論
み
も
あ

り
、
日
本
政
府
の
穏
健
性
策
を
再
評
価
し
日
本
国
内
の
穏
健
派
と
朝
鮮
は
提
携
関
係
を
結
ぶ
必
要
が
あ
る
と
し
て
対
日
関
係
改
善
の
動

き
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る

(

６)

。

大
鳥
兼
任
が
日
本
の
対
清
協
調
策
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
。
九
三
年
秋
の
防
穀
へ
の
対
応
で
朝
鮮

居
留
邦
人
は
大
鳥
が
弱
腰
で
あ
る
と
非
難
し
召
還
運
動
を
行
う
も
大
鳥
は
動
ぜ
ず
、
ま
た
、
高
宗
に
謁
見
す
る
時
に
せ
め
て
外
交
使
節

が
清
領
事
唐
紹
儀
と
同
程
度
の
礼
遇
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
朝
鮮
政
府
に
対
し
て
求
め
る
要
請
行
動
に
も
当
初
同
調
せ
ず
、
対
清
協
調

姿
勢
を
示
し
続
け
た

(

７)

。
イ
ギ
リ
ス
外
交
筋
は
、
日
本
の
対
清
接
近
は
朝
鮮
独
立
の
共
同
保
障
を
行
お
う
と
す
る
意
欲
の
表
れ
で
あ
る
と

観
察
し
た

(

８)

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
対
清
協
調
自
体
を
日
本
の〝

陰
謀〟
と
見
る
人
も
い
た
。
駐
朝
鮮
ア
メ
リ
カ
代
理
公
使
へ
ロ
ッ
ド

(�������������
)

は
、
大
石
公
使
に
よ
っ
て
朝
鮮
で
の
影
響
力
を
完
全
に
喪
失
し
た
日
本
が
、
欧
米
諸
国
の
影
響
力
を
排
除
す
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る
た
め
清
の
宗
主
権
主
張
を
承
認
し
朝
鮮
属
国
化
に
向
け
て
共
謀
し
、
機
を
見
て
対
清
戦
争
を
仕
掛
け
て
西
洋
諸
国
の
干
渉
無
し
に

〝
清
の
属
国
朝
鮮〟

を
奪
取
す
る
計
略
を
立
て
た
の
だ
と
捉
え
た

(

９)

。
陸
奥
外
相
の
承
認
の
下
に
外
務
省
顧
問
デ
ニ
ソ
ン

(�������
�������

)
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
て
き
た
ク
ー
ム
ズ

(�������������)

駐
日
ア
メ
リ
カ
公
使
が
報
じ
る
伊
藤
内
閣
期
の
対

清
協
調
路
線
の
捉
え
方
と
は
随
分
違
う
理
解
で
あ
っ
た

(�)

。

日
本
は
朝
鮮
独
立
を
放
棄
し
て
朝
鮮
属
国
化
を
実
質
的
に
承
認
し
た
の
だ
、
そ
れ
は
、
日
本
の
中
長
期
的
な
謀
略
な
の
だ
、
と
い
っ

た
見
方
が
飛
び
交
う
中
で
、
駐
日
ア
メ
リ
カ
公
使
ダ
ン

(��������
)

は
冷
静
な
観
察
を
下
し
た
。
ダ
ン
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
①

大
鳥
の
朝
鮮
公
使
兼
任
は
大
鳥
の
経
験
が
買
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
兼
任
そ
れ
自
体
に
は
特
別
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
②
日
本

は
清
の
朝
鮮
に
対
す
る
優
越
的
位
置
と
影
響
力
を
承
認
し
て
い
る
も
の
の
、
清
の
朝
鮮
に
対
す
る
主
権
を
暗
黙
で
あ
れ
承
認
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
③
第
三
国
の
朝
鮮
侵
略
に
日
清
が
共
同
し
て
対
抗
す
る
了
解
は
あ
り
得
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(�)

。

(

１)

一
八
九
三
年
六
月
一
六
日
付
伊
藤
宛
荒
川

『
伊
藤
文
書』

第
一
巻
、
一
〇
六
頁
。
ま
た

｢

天
津
に
於
け
る
大
島
川
上
二
氏
の
事｣(

社
説)

『

東

京
日
日
新
聞』

九
三
年
七
月
二
九
日
。

(

２)������������������������������������������������������������������������������������������
� ������������������������

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
、
極
東
に
お
け
る
露
仏
連
合
に
対
抗
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
が
推
進
す
る
日
清
協
調
策
に
よ
っ
て
朝
鮮
に

関
し
日
本
が
清
に
譲
歩
し
た
結
果
で
あ
る
と
捉
え
た

(����������������������������������)
。
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
清
協
調
を

促
進
す
る
の
に
イ
ギ
リ
ス
が
一
役
買
っ
た
と
い
う
見
方
は
、
ロ
シ
ア
代
理
公
使
ド
ミ
ト
リ
ス
キ
も
示
し
て
い
た

(

光
緒
一
九
年
六
月
三
〇
日
寄

訳
署

『

李
電』

第
二
巻
、
五
九
五
頁
。������������������������������������������������������)
。
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(

３)

一
八
九
三
年
七
月
二
九
日
付
機
密
五
四
号
陸
奥
宛
杉
村��
・�

・�

・�

・���

。

(
４)

一
八
九
三
年
八
月
一
〇
日
付
機
密
五
九
号
陸
奥
宛
杉
村��
・�
・�

・�

・���

。『

日
清
調
書』

第
六
巻
、
一
三
七
九
―
八
〇
頁
。�����

� �������������������������������������������������������
(

５)��������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������

(

６)

一
八
九
三
年
八
月
八
日
、
八
月
一
〇
日
付
陸
奥
宛
杉
村

『

日
清
調
書』

第
六
巻
、
一
三
三
九
―
四
一
、
一
三
七
九
―
八
〇
頁
。

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
ア
メ
リ
カ
の
失
敗
も
反
映
し
て
い
た
。
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
に
開
化
政
策
の
実
行
を
依
頼
し
て
き
た
が
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
積
極
的
協
力
は
行
わ
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
の
後
援
の
下
で
試
み
ら
れ
た
事
業
の
大
半
は
完
全
な
失
敗
か
僅
か
な
部
分
的
成
功
を
収
め
た
に
過

ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
日
本
と
の
共
通
点
が
多
く
い
ち
早
く
国
政
を
改
革
し
富
強
化
に
取
り
組
ん

だ
日
本
こ
そ
が
朝
鮮
に
と
っ
て
の
最
善
の
支
援
者
た
り
得
る
と
す
る
金
嘉
鎮
を
始
め
と
す
る
見
解
が
影
響
力
を
有
し
始
め
た

(�������
� ����������������������������������������������

一
八
九
三
年
一
月
四
日
付
陸
奥
宛
杉
村

『

日
清
調
書』

第
五
巻
、
一

二
五
二
頁)

。
日
本
モ
デ
ル
の
朝
鮮
開
化
論
は
、
漢
字
を
使
用
す
れ
ば
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
文
字
と
語
彙
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
語
を
通
じ

て
必
要
と
す
る
知
識
を
比
較
的
速
や
か
に
取
得
で
き
る
と
い
う
利
便
性
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

(��������������������
� ����������������

)

。

(

７)������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������

(

８)������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �����������������
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(

９)������������������������������������������������������
(�)�����������������������������������������������������������

一
八
九
三
年
三
月
に
駐
日
公
使
館
二
等
書
記
官
と
し
て
赴
任
し
た
ば
か
り
で
、
六
月
上
旬
に
朝
鮮
に
渡
り
六
月
三
〇
日
か
ら
駐
朝
鮮
臨
時
代

理
公
使
業
務
を
引
き
継
ぐ
ヘ
ロ
ッ
ド
は
、
日
本
や
朝
鮮
に
関
す
る
知
識
や
経
験
を
欠
い
て
い
た

(�����������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������)

。
ま
た
、
ヘ
ロ
ッ
ド
が
示
し
た
日
本
の
朝
鮮
政
策
理
解
が
合
理
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
夙
に
コ
ン
ロ
イ
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(�������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������)

。

(�)�����������������������������������������
お
わ
り
に

大
石
は
、
朝
鮮
永
世
中
立
化
構
想
と
い
う
経
綸
の
実
現
に
向
け
た
成
果
を
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
防
穀
問
題
に
よ
っ
て
日
本
と
朝

鮮
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
大
石
の
失
敗
は
、
日
本
に
二
つ
の
も
の
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
つ
は
、
日
本
政
府
の
東

ア
ジ
ア
政
策
の
統
合
力
低
下
で
あ
る
。
防
穀
事
件
に
伴
う
緊
張
が
激
化
す
る
以
前
の
一
八
九
三
年
春
ま
で
、『

毎
日
新
聞』

は
朝
鮮
を

め
ぐ
る
日
清
両
国
の
政
策
対
話
の
望
ま
し
さ
を
語
り
そ
の
実
現
可
能
性
が
開
け
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
日
清
協
調
論
を
唱
え
て

い
た

(

１)

。
と
こ
ろ
が
防
穀
事
件
の
刺
戟
を
受
け
て
、
朝
鮮
に
忌
避
さ
れ
た
り
清
の
朝
鮮
政
策
と
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
日
本
の
名
誉
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利
益
を
発
揚
す
る
に
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
強
硬
策
を
採
る
も
や
む
を
得
な
い
と
主
張
し
始
め
る

(

２)

。『

郵
便
報
知
新
聞』

も
当
初
は

大
石
任
用
に
つ
い
て
、
朝
鮮
独
立
を
保
護
し
文
化
を
誘
掖
し
殖
産
を
奨
励
し
日
朝
関
係
を
親
密
に
し
、
朝
鮮
の
対
日
恐
怖
心
を
解
消
さ

せ
、
日
英
清
提
携
枠
組
を
強
化
す
る
こ
と
が
大
石
の
任
務
に
他
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
た

(

３)

も
の
の
、
防
穀
事
件
を
契
機
に
伊
藤
内
閣
の

日
清
提
携
枠
組
で
の
紛
争
解
決
策
を
批
判
し
始
め
、
東
ア
ジ
ア
政
策
で
の
強
硬
論
と
対
欧
米
条
約
改
正
問
題
で
の
条
約
励
行
論
を
併
せ

て
追
求
す
る
姿
勢
に
転
じ
る

(

４)

。

大
石
の
失
敗
は
、
日
本
国
内
に
外
交
に
お
け
る
交
渉
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
と
そ
の
重
要
さ
を
知
ら
し
め
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
と
も
思
わ
れ
る
。
大
石
は
、
青
木
周
蔵
公
使
が
英
会
話
の
練
習
を
し
て
い
る
こ
と
を
つ
か
ま
え
て

｢

貴
様
の
遣
っ
て
居
る
の
は
抑
々

何
の
役
だ
。
苟
く
も
一
国
を
代
表
し
て
い
る
公
使
だ
ら
う
。
会
話
が
必
要
な
ら
ば
通
弁
を
雇
ふ
が
可
い
。
又
は
書
記
官
に
遣
ら
せ
る
が

可
い
。
語
学
に
暗
い
の
で
公
使
が
勤
ら
ず
ば
サ
ッ
サ
と
辞
職
し
ろ
。
辞
職
し
て
英
語
の
達
者
の
者
と
代
は
れ
。
自
体
貴
様
の
や
う
な
馬

鹿
げ
切
っ
た
男
が
公
使
な
ど
を
遣
っ
て
い
る
か
ら
、
日
本
の
条
約
改
正
は
何
時
ま
で
経
っ
て
も
で
き
な
い
の
だ｣

と
壮
士
風
の
客
気
を

以
て
青
木
と
取
っ
組
み
合
い
を
し
た
と
い
う

(

５)
。

大
鳥
圭
介
公
使
は
、
清
や
朝
鮮
に
勤
務
す
る
公
使
が

｢

技
倆
の
外
に
語
学
を
要｣

す
る
理
由
と
し
て
、
各
国
連
合
政
略
な
ど
の
手
段

方
法
を
検
討
す
る
場
合
に
は
通
訳
を
入
れ
ず
公
使
だ
け
で
会
議
を
開
く
の
で
、
英
語
や
仏
語
に
通
じ
な
け
れ
ば
公
使
会
議
に
出
席
し
て

も
意
味
が
な
い
の
み
な
ら
ず
反
っ
て
日
本
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
語
っ
て
い
る

(

６)

。｢

駐
箚
国
の
言
語
を
解
せ
ず
、
風
俗
を

解
せ
ず
、
人
情
を
解
せ
ず
、
文
学
を
解
せ
ず
、
将
た
外
交
の
何
者
た
る
を
解
せ
ず
。
故
に
平
時
に
在
て
は
、
詩
酒
徴
逐
以
て
対
等
の
交

際
を
為
す
能
は
ず
、
一
朝
事
あ
る
に
方
て
は
、
孤
弱
援
け
な
く
、
四
顧
皆
敵
の
悲
境
に
陥
る
。
其
着
々
敗
を
取
り
、
何
等
の
勲
功
を
も

策
す
る
能
は
ざ
る
は
、
当
然
の
理｣

で
あ
り
、｢

凡
そ
外
交
官
た
る
も
の
は
、
国
際
の
形
勢
を
熟
知
し
、
古
今
の
国
際
談
判
及
び
条
約

の
利
害
得
喪
を
詳
か
に
し
、
駐
箚
国
の
風
俗
習
慣
文
学
政
治
に
熟
達
す
る
を
要
す
。
其
辞
令
は
必
ず
巧
妙
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
其
意
気
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は
必
ず
快
活
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
是
れ
豈
に
修
養
の
素
な
き
者
の
能
く
す
る
所
な
ら
ん
や｣

と
い
う
論
は

(

７)

、
西
洋
諸
国
駐
在
日
本
公
使

と
そ
の
任
命
を
行
っ
た
明
治
政
府
を
批
判
す
る
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
大
石
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と

い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

政
論
家
の
議
論
と
は
違
っ
て
、
外
交
官
に
は
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
知
識
と
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
は
日
露
戦
争
後
の
時
点
で
は
常

識
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
大
石
の
失
敗
も
何
ら
か
の
教
訓
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(

１)
｢

対
韓
政
略
如
何｣

(
一
―
三)

、｢

日
本
及
び
支
那｣(

社
説)

『

毎
日
新
聞』

(

毎
日
新
聞
社
、
不
二
出
版
、
覆
刻
、
一
九
九
三
―
九
九
年)

一

八
九
二
年
六
月
二
五
―
三
〇
日
、
一
八
九
三
年
五
月
二
五
日
。

(

２)
｢

難
哉
駐
韓
公
使｣(

社
説)

『

毎
日
新
聞』

一
八
九
三
年
六
月
一
八
日
。

(

３)
｢

大
石
公
使
の
任
に
朝
鮮
に
赴
く
を
送
る｣

『

郵
便
報
知
新
聞』

(

郵
便
報
知
新
聞
刊
行
会
編
、
柏
書
房
、
一
九
八
九
年
〜)

一
八
九
三
年
一
月

一
四
日
。

(

４)
｢

対
外
思
想｣

、｢

朝
鮮
の
内
訌｣(

社
説)

『

郵
便
報
知
新
聞』

一
八
九
三
年
五
月
二
四
日
、
一
八
九
三
年
五
月
三
一
日
。

(

５)

大
石
正
、
前
掲

『

大
石
正
巳
日
記』

四
七
八
頁
。

(

６)
｢

大
鳥
公
使
の
直
話｣

(

雑
報)

『

郵
便
報
知
新
聞』

一
八
九
三
年
七
月
一
八
日
。

(

７)
｢

外
交
官｣

(

社
説)

『

郵
便
報
知
新
聞』

一
八
九
三
年
四
月
二
九
日
。

朝鮮駐箚弁理公使大石正巳―その任免と反響―

(熊本法学127号 '13)53


	表題
	はじめに
	凡例
	一　大石の朝鮮政策論
	二　大石任命の反響
	三　大石更迭と大鳥兼任の波紋
	おわりに



